
令和元年度 山口県福祉サービス運営適正化委員会 事業報告（概要） 

〔本会議・運営監視部会〕 

 

１ 山口県福祉サービス運営適正化委員会等の開催状況 

（１）福祉サービス運営適正化委員会本会議（開催回数：１回） 

開催日 
出席 

委員数 
議  題 

６月１２日 １５人 

① 平成３０年度事業報告について 

② 両部会に係るケース検討 

③ その他 

 

（２）運営監視部会（開催回数：４回） 

   福祉サービス利用援助事業の実施主体である県社会福祉協議会が行う事業の

透明性、公正性を担保し、事業の適正な運営を確保するため、定期的に業務実施

状況・事業運営推進計画等について報告を受け、事業全般の監視を行った。 

開 催 日 

（開催回数） 

出席 

委員数 
議  題 

６月１２日 

(第８１回) 
９人 

① 山口県地域福祉権利擁護事業の実施状況について 

② 契約締結審査会（第２２２回～第２２３回）及び事務局

審査会の審査結果について 

③ 平成３１年度地域福祉権利擁護事業等実施状況調査の

結果について 

９月３０日 

(第８２回) 
７人 

① 山口県地域福祉権利擁護事業の実施状況について 

② 契約締結審査会（第２２４回～第２２７回）及び事務局

審査会の審査結果について 

③ 現物調査（前期分）の実施状況について 

④ 現地調査の実施について 

１月１５日 

(第８３回) 
７人 

① 山口県地域福祉権利擁護事業の実施状況について 

② 契約締結審査会（第２２８回～第２３０回）及び事務局

審査会の審査結果について 

③ 現物調査（後期分）の実施状況について 

④ 令和元年度 社会福祉協議会に対する現地調査の実施報

告について 

３月 ２日 

(第８４回) 
５人 

① 山口県地域福祉権利擁護事業の実施状況について 

② 契約締結審査会（第２３１回～第２３３回）及び事務

局審査会の審査結果について 

③ 令和２年度山口県地域福祉権利擁護事業事業計画

（案）について 

④ 令和２年度山口県福祉サービス運営適正化委員会事業

計画（案）について 

  



２ 調査実施状況 

社 協 名 実 施 日 担 当 委 員 
実利用者数 

９月３０日現在 

宇部市社会福祉協議会 １０月２１日（月） 山 本 圭 介 １７９人 

山陽小野田市社会福祉協議会 １０月２３日（水） 岡    功 ３４人 

下関市社会福祉協議会 １１月 ７日（木） 古 殿 雄 二 １５５人 

萩市社会福祉協議会 １１月 ８日（金） 草 平 武 志 １０９人 

阿武町社会福祉協議会 １１月１１日（月） 古 殿 雄 二 ９人 

和木町社会福祉協議会 １１月１２日（火） 城  彦二郎 １人 

上関町社会福祉協議会 １１月１９日（火） 古 川 英 希 ５人 

平生町社会福祉協議会 １１月２１日（木） 板 村 憲 作 ４人 

長門市社会福祉協議会 １２月 ３日（火） 吉 水 千賀子 ３５人 

田布施町社会福祉協議会 １２月１２日（木） 髙 橋 俊 文 １４人 

 

◇ 現地調査結果 
（１）地域福祉権利擁護実施体制について 

   この度調査を行った社協について、９月３０日現在の定点調査で、地域福祉権

利擁護事業の利用者が一番多かったのは、宇部市社協で１７９人、一番少ないの

は、和木町社協で１人であった。 

 

（２）日常的金銭管理サービス 

  ア 一部の社協においては、体制上、単独でお金の出し入れが行われていた箇所

も見受けられた。しかし、最終的に他の職員で相互のチエックが行われている。 

  イ 各社協における検査は、年１回以上、実施していた。 

 

（３）書類等預かりサービスについて 

  ア 萩市、和木町、阿武町社協は、検査を実施していない。 

  イ 上関社協は、書類預かりサービスの利用者がいなかった。 

 

（４）契約ケースの援助状況について 

   各社協において、適正に実施されていた。 

 

（５）成年後見制度への移行について 

  ア 利用者の中で、成年後見制度への移行が必要と思われるケースは、宇部市社

協で２１人、萩市社協で２２人であった。 

  イ 移行が進まない原因の一つとして、申立人となる親族などからの協力が得に

くいなどの理由があった。 

 

（６）専門員の業務について 



  ア 専門員等による利用者への面会は、専門員、推進員、生活支援員による定期

的な面会が行われていた。 

  イ 生活支援員の確保については、多くの社協が、確保できていないとのことで

あった。平生町社協は、生活支援員を配置していない。 

 

（７）その他 

  ア 承継者が未定で預かっている通帳等について、県社協から指針は示されてい

るが、５年を経過すれば、処分すればいいのだが本当に処分していいのだろう

かとのことだった。 

  イ 生活保護の利用者が、何回も臨時支援をお願いしてこられるが、限度を超え

れば生活保護者自身の費用からいくらかでも徴取できればとの意見があった。

抑止力が働くと思う。 

  ウ 利用者の支援にあたって、生活の立て直し、生活の支えなどの支援を行う必

要がある利用者がおられ、仕事の中身として表しにくい支援（事務）がある。 


